
三
十
六
人
歌
仙
伝
補
考

要
旨
院
政
期
初
頭
前
後
に
成
立
し
た
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
と
『
古
今
和
歌
集
目
録
』
と
は
、
そ
の
成
立
時
期
が
近
接
す
る
た

め
、
先
後
、
影
響
関
係
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
迫
徹
朗
氏
が
、
『
古
今
和
歌
集
目
録
』
は
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』

の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
が
、
迫
氏
の
論
述
が
共
に
群
耆
類
従
所
収
本
文
に
拠
っ
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の

で
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
陳
型
を
留
め
る
異
本
本
文
に
よ
っ
て
、
改
め
て
両
醤
の
先
後
、
影
響
関
係
を
考
え
て
み
た
。
そ
の
結
果
、

両
書
の
先
後
、
影
響
関
係
に
関
す
る
迫
氏
の
見
解
は
、
異
本
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
を
用
い
る
こ
と
で
更
に
確
実
な
も
の
と
し
て
確
認
し

得
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ｌ
古
今
和
歌
集
目
録
と
の
先
後
関
係
の
再
確
認
Ｉ

新
藤
協
三

－43－



院
政
期
初
頭
前
後
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
と
『
古
今
和
歌
集
Ｈ
録
』
（
以
下
各
々
『
伝
』
・
『
目
録
』
と
略
称
）

と
は
、
そ
の
成
立
時
期
が
近
接
す
る
た
め
、
先
後
、
影
響
関
係
が
従
来
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
点
に
明
解
な
断
案
を
下
さ
れ
た
の
は

（
１
）

迫
徹
朗
氏
で
あ
る
。
迫
氏
は
、
両
書
に
引
か
れ
た
「
壬
生
忠
岑
」
の
記
載
に
注
目
さ
れ
、
顕
昭
の
『
柿
本
朝
臣
人
麿
勘
文
』
に
「
州
六
人

伝
云
離
蝿
古
今
目
録
云
雛
糊
と
あ
る
こ
と
を
手
が
か
り
に
、
『
伝
』
の
撰
者
を
定
成
男
盗
房
、
『
目
録
』
の
撰
者
を
能
成
男
仲
実
と

さ
れ
た
上
で
、
両
者
の
経
歴
を
詳
細
に
検
討
さ
れ
た
結
果
、
結
局
は
忠
岑
に
関
す
る
『
伝
』
と
『
目
録
』
と
の
記
載
の
比
較
に
立
戻
ら
れ

て
、
『
目
録
』
は
『
伝
』
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
、
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
迫
氏
の
論
述
は
、
『
伝
』
、
『
目
録
』
両
書
の

テ
キ
ス
ト
を
共
に
群
書
類
従
所
収
本
文
に
拠
っ
て
展
開
さ
れ
る
が
、
両
害
の
本
文
に
異
本
と
Ｈ
す
べ
き
ほ
ど
の
も
の
が
知
ら
れ
な
い
時
点

で
は
、
そ
れ
は
方
法
論
的
に
も
妥
当
性
を
認
め
得
る
も
の
で
、
周
到
な
検
証
と
明
蜥
な
論
旨
と
に
支
え
ら
れ
た
結
論
は
、
そ
れ
自
体
動
か

う
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
稿
者
は
最
近
『
伝
』
の
異
本
を
数
本
管
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
、
流
布
本
の
類
従
本
系
本
文
に
比
し
て
明

ら
か
に
前
段
階
の
本
文
を
保
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
『
伝
』
の
原
型
も
し
く
は
原
型
に
近
い
形
態
と
考
え
ら
れ
る
。
従
来
類
従
本
お
よ
び

そ
れ
と
同
系
統
の
本
文
し
か
知
ら
れ
な
か
っ
た
『
伝
』
に
、
新
た
に
異
本
の
伝
本
の
出
現
し
た
こ
と
に
よ
り
、
今
後
『
伝
』
に
か
か
わ
る

考
察
に
於
い
て
は
、
異
本
の
存
在
を
無
視
し
得
ぬ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
伝
』
と
『
目
録
』
と
の
先
後
関
係
を
考
え
る
上

で
も
、
異
本
の
存
在
を
確
認
し
得
ぬ
『
Ⅱ
録
』
は
と
も
か
く
も
、
『
伝
』
に
つ
い
て
は
異
本
本
文
を
も
勘
案
し
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る

い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

』■L
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②
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
（
一
五
○
・
六
二
二
）
「
歌
仙
伝
」

ｊ

（
３
）

柵
③
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
（
一
五
四
・
七
）
『
歌
集
楪
抄
』
所
収
「
歌
仙
伝
」

く

（
４
）

考
④
高
松
宮
家
蔵
（
七
・
一
三
七
・
六
）
「
歌
仙
伝
」
甲
本

鮒
⑤
高
松
宮
家
蔵
（
七
・
二
二
七
・
七
）
『
代
々
集
』
所
収
「
歌
仙
伝
」
乙
本

（
５
）

仙側
の
五
本
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
③
ｌ
⑤
の
四
本
は
、
前
稿
摺
筆
後
に
そ
の
所
在
を
確
認
し
、
管
見
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
五
本

一
、
、け

は
、
相
互
に
補
完
し
得
る
字
句
の
小
異
の
外
は
、
一
面
の
行
数
、
一
行
の
字
数
等
も
ほ
と
ん
ど
一
致
し
、
形
態
的
に
も
内
容
的
に
も
全
く

一二
一
同
種
の
も
の
で
あ
る
。
流
布
本
に
対
し
て
こ
れ
ら
異
本
が
対
立
す
る
本
文
上
の
特
徴
点
と
し
て
は
、
各
歌
人
の
伝
記
が
概
し
て
流
布
本
よ

の
松
野
陽
一
氏
蔵

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
迫
氏
の
論
述
が
盛
房
、
仲
実
両
者
の
経
歴
の
究
明
に
大
部
分
の
紙
幅
が
費
や
さ
れ
、
『
伝
』
、
『
目
録
』
の
本
文

を
問
題
と
さ
れ
た
の
が
、
僅
か
に
「
壬
生
忠
岑
」
の
条
の
ゑ
で
あ
っ
た
点
を
も
鑑
み
て
、
本
稿
で
は
、
異
本
『
伝
』
を
用
い
て
、
専
ら
両

（
２
）

書
の
本
文
の
比
較
を
通
し
て
、
内
部
徴
証
の
面
か
ら
こ
の
問
題
を
探
っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
異
本
『
伝
』
に
つ
い
て
は
、
前
稿
に
お
い

て
そ
の
全
貌
を
翻
刻
、
紹
介
し
た
が
、
そ
の
際
、
『
伝
』
と
『
目
録
』
と
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
も
、
新
た
な
視
点
か
ら
の
究
明
が
可
能

な
こ
と
を
示
唆
し
て
お
い
た
の
で
、
本
稿
は
前
稿
に
対
す
る
続
稿
と
し
て
の
意
味
合
い
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
題
目
を
「
補
考
」
と
し

た
所
以
で
あ
る
。
な
お
、
『
目
録
』
の
本
文
は
群
書
類
従
所
収
本
文
に
拠
る
こ
と
に
す
る
。

最
初
に
、
管
見
し
得
た
異
本
『
伝
』
の
伝
本
を
掲
げ
て
お
く
。
そ
れ
ら
は
、

「
歌
仙
伝
」

一
一
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の
論
述
の
都
合
上
、

①
件
人
、
就
年
復

結
松
。
其
奇
云
。

り
も
詳
細
で
あ
る
こ
と
、
各
歌
人
の
伝
記
に
先
立
っ
て
必
ず
一
首
乃
至
三
首
の
代
表
歌
を
掲
げ
る
こ
と
、
更
に
は
、
流
布
本
と
全
く
別
種

の
奥
書
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
異
本
こ
そ
は
『
伝
』
の
原
型
、
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
形
態
で
、
流
布
本
は
原
型

（
６
）

を
抄
出
、
簡
略
化
し
た
「
略
本
」
形
態
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
『
伝
』
と
『
目
録
』
と
の
両
書
に
伝
記
を
所
載
さ
れ
る
歌
人
は
、
柿
本
人
麿
、
紀
貫
之
、
凡
河
内
躬
恒
、
伊
勢
、
在
原
業
平
、

僧
正
遍
昭
、
素
性
法
師
、
紀
友
則
、
小
野
小
町
、
藤
原
兼
輔
、
壬
生
忠
岑
、
藤
原
敏
行
、
源
宗
干
、
藤
原
興
風
、
坂
上
是
則
の
十
五
人
で

あ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
『
伝
』
の
異
本
が
流
布
本
と
は
大
き
な
異
同
を
示
し
、
『
Ⅲ
録
』
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
例
と
し
て
先
ず
看
過
し
得
ぬ

の
は
、
「
柿
本
人
麿
」
の
条
で
あ
る
。
流
布
本
『
伝
』
に
は
、

件
人
。
就
年
々
除
目
叙
位
尋
其
昇
進
無
所
見
。
但
古
万
葉
集
云
。
大
宝
元
年
幸
紀
伊
国
時
作
詞
。
従
車
駕
云
々
・
今
案
。
件
行
幸
日
従

駕
者
定
叙
爵
鰍
。
如
古
今
倭
謡
集
序
者
。
注
先
師
柿
下
大
夫
。
可
謂
五
位
鰍
。
古
今
金
玉
集
序
云
。
及
奈
良
御
宇
。
和
歌
大
興
。
彼
天

皇
知
食
和
歌
趣
欺
。
同
御
時
有
正
三
位
柿
下
人
丸
者
。
和
歌
倦
也
。
依
件
文
廻
私
案
。
頗
可
謂
相
違
。
以
大
同
之
年
号
奈
良
之
帝
。
然

而
万
葉
集
尋
人
丸
在
之
時
。
天
智
天
皇
御
宇
以
後
。
文
武
天
皇
御
在
位
之
間
人
也
。
何
以
称
奈
良
之
御
時
人
丸
哉
。
正
三
位
之
条
以
不
審
。

と
記
さ
れ
、
比
較
的
簡
潔
な
記
載
と
な
っ
て
い
る
が
、
異
本
『
伝
』
に
は
（
本
文
は
松
野
本
に
拠
る
が
、
松
野
本
本
文
の
欠
陥
、
誤
謬
と

思
わ
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
他
本
を
校
勘
し
て
訂
正
し
た
本
文
で
示
す
こ
と
に
す
る
。
特
に
断
ら
な
い
限
り
以
下
同
じ
。
な
お
、
以
下

の
論
述
の
都
合
上
、
私
に
記
事
の
頭
に
①
ｌ
④
の
番
号
を
付
す
）
、

①
件
人
、
就
年
々
除
目
叙
位
等
、
尋
其
昇
進
、
無
所
見
。
但
古
万
葉
集
云
。
文
武
天
皇
大
宝
元
年
幸
干
紀
伊
国
時
、
作
部
。
従
車
駕
。
見

後
み
ん
と
君
か
む
す
へ
る
い
ば
し
ろ
の
小
松
か
う
れ
を
又
糸
け
ん
か
も

国
史
云
。
大
宝
元
年
九
月
丁
亥
、
天
皇
幸
紀
伊
国
。
冬
十
月
丁
未
、
車
駕
至
武
漏
温
泉
。
戊
申
、
従
官
井
郡
司
等
、
進
階
井
賜
衣
衾
。
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三十六人歌仙伝補考（新藤）

と
あ
り
、
流
布
本
と
内
容
の
一
致
す
る
①
②
以
外
に
も
、
③
④
の
記
事
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
『
目
録
』
に
は
次
の
如
く
に
記
さ

れ
る
（
私
に
記
事
の
頭
に
①
ｌ
④
の
番
号
を
付
す
）
。

①
以
年
々
叙
位
除
目
。
尋
其
昇
進
。
無
所
見
。
但
古
万
葉
集
第
二
云
。
大
宝
元
年
辛
丑
幸
紀
伊
国
時
作
歌
。
従
車
駕
。
国
史
云
。
大
宝
元

年
九
月
丁
亥
天
皇
幸
紀
伊
国
。
冬
十
月
丁
未
車
駕
至
武
漏
温
泉
。
戊
申
従
宵
井
国
郡
司
等
進
階
。
井
贈
衣
衾
。
今
案
。
件
行
幸
日
従
駕

者
。
定
叙
爵
鰍
。
又
如
古
今
和
歌
集
序
注
。
先
師
柿
本
大
夫
。
可
謂
有
位
之
人
歎
。

②
古
今
金
玉
集
序
云
。
及
奈
良
御
宇
。
和
歌
大
興
。
彼
天
皇
知
食
和
歌
趣
歎
。
同
御
時
有
正
三
位
柿
本
人
丸
者
。
和
歌
仙
也
。
依
件
文
廻

③
日
並
皇
子
尊
蹟
宮
之
時
寄
云
。

み

久
方
の
空
永
る
こ
と
く
あ
ふ
き
象
し
御
子
の
み
か
と
の
あ
れ
ま
く
お
し
も

件
皇
子
、
持
統
天
皇
三
年
四
月
莞
。
従
天
武
天
皇
元
年
至
干
件
三
年
、
合
十
八
年
也
。
是
以
案
、
天
智
天
皇
御
宇
以
後
人
鍬
。

④
明
日
香
皇
女
施
蹟
宮
之
時
謁
云
。

今
案
、
件
行
幸
日
、
従
駕
者
定
叙
爵
鰍
。
如
古
今
和
歌
集
序
者
、
注
先
師
柿
本
大
夫
。
可
謂
五
位
鰍
。

②
古
今
金
玉
集
序
云
。
及
奈
良
御
宇
和
奇
大
興
。
彼
天
皇
知
食
和
寄
趣
欺
。
同
御
時
有
正
三
位
柿
本
人
丸
者
。
和
寄
仙
也
。

依
件
文
廻
私
案
、
頗
可
謂
相
違
。
或
乗
竹
帛
伝
。
間
巷
以
大
同
之
主
号
奈
良
帝
。
然
而
就
万
葉
集
尋
人
丸
在
世
之
時
、
天
智
天
皇
御

（
マ
マ
）

字
以
後
、
文
武
天
皇
御
在
位
之
間
人
也
。
何
以
称
奈
良
御
時
之
人
麿
哉
。
古
賢
撰
集
有
所
見
鍬
。
将
伝
云
、
書
写
之
誤
鰍
。
正
二
位

飛
鳥
河
し
か
ら
ゑ
わ
た
し
せ
か
ま
せ
は
な
か
る
上
水
も
の
と
け
か
ら
ま
し

右
皇
女
、
文
武
天
皇
四
年
四
月
莞
。
件
等
親
王
蕊
時
如
此
作
歌
。
是
以
注
、
天
智
天
皇
御
宇
以
後
、
文
武
天
皇
御
在
位
間
人
也
。

八
以
下
略
Ｖ

字
以
後
、
文
斗

条
又
以
不
審
。
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④
明
日
香
皇
女
木
施
濱
宮
之
時
作
歌
。
件
皇
女
文
武
天
皇
四
年
四
月
莞
。
件
等
親
王
之
莞
時
。
如
此
作
歌
。
是
以
注
。
天
智
天
皇
御
宇
以

後
。
文
武
天
皇
御
在
位
之
間
人
鍬
。
八
以
下
略
Ｖ

異
本
『
伝
』
と
『
目
録
』
と
は
、
こ
こ
に
掲
げ
た
記
事
の
あ
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
記
事
を
有
す
る
が
、
一
瞥
し
て
わ
か
る
と
お
り
、
こ

こ
に
掲
げ
た
こ
れ
ら
両
書
の
記
事
は
、
異
本
『
伝
』
か
ら
歌
を
除
け
ば
、
細
か
い
字
句
の
異
同
の
外
は
内
容
的
に
悉
く
一
致
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
事
実
は
、
両
書
の
問
に
何
ら
か
の
依
拠
関
係
、
即
ち
、
ど
ち
ら
か
一
方
が
他
方
を
直
接
の
典
拠
資
料
に
用
い
た
こ
と
を
想
定
せ

し
め
る
の
で
あ
っ
て
、
流
布
本
『
伝
』
の
み
の
時
点
で
は
考
え
る
手
が
か
り
の
少
な
か
っ
た
『
伝
』
と
『
目
録
』
と
の
先
後
、
依
拠
関
係

に
つ
い
て
、
内
部
徴
証
の
面
か
ら
新
た
に
究
明
す
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
点
に
も
、
異
本
『
伝
』
の
出
現
し
た
こ

と
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

私
案
頗
可
謂
相
違
。
式
乗
竹
帛
伝
。
閻
巷
以
号
奈
良
之
帝
。
然
而
蔵
古
万
葉
集
。
尋
人
丸
在
世
之
時
。
天
智
天
皇
御
宇
以
後
。
文
武
天

皇
御
在
位
間
之
人
也
。
何
以
称
奈
良
御
時
之
人
。
凡
乎
古
賢
撰
集
有
所
見
鍬
。
将
転
々
書
写
之
誤
鍬
。
正
三
位
之
条
。
又
以
不
審
。

③
日
並
皇
子
尊
濱
宮
之
時
作
歌
。
件
皇
子
持
統
天
皇
三
年
四
月
莞
。
従
天
武
天
皇
元
年
。
至
件
三
年
。
合
十
八
年
也
。
是
以
案
。
天
智
天

『
伝
』
の
異
本
が
流
布
本
と
異
同
を
示
し
、
『
目
録
』
と
特
徴
的
に
一
致
す
る
例
と
し
て
「
柿
本
人
麿
」
の
記
事
を
掲
げ
た
が
、
同
様

の
こ
と
は
「
凡
河
内
躬
恒
」
の
場
合
に
も
指
摘
で
き
る
。
流
布
本
『
伝
』
の
記
載
は
、

寛
平
六
年
二
月
廿
八
日
任
甲
斐
少
円
。
延
喜
七
年
正
月
十
一
一
百
任
丹
波
権
目
。
捌
噸
同
十
一
年
正
月
十
三
日
任
和
泉
権
橡
。
延
喜
四

皇
御
宇
以
後
之
人
歎
。

一
一
一
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後
撰
和
歌
集
第
十
五
巻
云
々
・
任
淡
路
橡
。
満
秩
帰
都
之
由
見
之
。
其
詞
云
。
淡
路
橡
任
満
上
洛
之
時
。
於
兼
輔
粟
田
山
庄
詠
之
者
。

即
ち
、
『
目
録
』
は
、
傍
線
を
施
し
た
「
除
鶴
洲
立
之
外
」
の
語
句
を
持
つ
こ
と
と
、
末
尾
の
「
後
撰
和
歌
集
第
十
五
巻
云
々
」
の
記
事

を
有
す
る
点
で
流
布
本
『
伝
』
と
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
両
書
の
違
い
か
ら
は
、
仮
り
に
『
目
録
』
が
『
伝
』
に
依
拠
し
た
と
想
定

し
て
も
、
流
布
本
『
伝
』
に
な
い
『
目
録
』
の
文
言
は
、
『
目
録
』
が
他
の
資
料
か
ら
採
り
込
ん
だ
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
異
本
『
伝
』
の
本
文
は
『
目
録
』
と
字
句
の
小
異
以
外
全
く
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

山
高
承
雲
井
に
ゑ
ゆ
る
さ
く
ら
花
心
の
行
て
お
ら
ぬ
日
そ
な
き

我
や
と
の
花
見
か
て
ら
に
く
る
人
は
ち
り
な
ん
後
そ
恋
し
か
る
へ
ぎ

寛
平
六
年
二
月
廿
八
日
任
甲
斐
権
少
目
。
延
喜
七
年
正
月
十
三
日
任
丹
波
権
少
目
。
捌
噸
同
十
一
年
正
月
十
三
日
任
和
泉
権
橡
。

延
長
四
年
大
井
河
行
幸
和
野
署
所
、
注
散
位
凡
河
内
躬
恒
。
件
日
、
題
九
読
人
六
人
毎
題
各
一
首
。
但
躬
恒
除
鶴
江
立
之
外
毎
題
献
二

首
。
奥
又
副
一
首
也
。
依
寄
多
不
注
書
。

（
マ
マ
）

後
撰
和
寄
集
才
十
五
巻
云
。
淡
路
橡
秩
満
帰
都
之
由
見
右
寄
。
云
。

ひ
ぎ
う
へ
し
人
は
む
へ
こ
そ
お
ひ
に
け
れ
松
も
こ
た
か
く
成
に
け
る
か
な

其
詞
云
。
淡
路
橡
任
満
上
之
時
、
兼
輔
卿
粟
田
山
庄
に
て
読
云
々
。

年
大
井
行
幸
和
歌
署
所
。
注
散
位
凡
河
内
躬
恒
。
件
日
。
題
九
。
読
人
六
人
。
毎
題
各
一
首
。
但
躬
恒
毎
題
献
二
首
。
奥
又
副
一
首
一
語

と
あ
る
が
、
『
目
録
』
は
、
次
に
示
す
如
く
少
々
記
事
が
増
加
し
て
い
る
。

寛
平
六
年
二
月
廿
八
日
任
甲
斐
権
少
目
。
延
喜
七
年
正
月
十
三
日
任
丹
波
権
大
川
・
捌
噸
同
十
一
年
正
月
十
三
日
任
和
泉
権
橡
。
延
喜

四
年
大
井
河
行
幸
和
歌
署
所
注
。
散
位
凡
河
内
躬
恒
。
件
日
題
九
。
読
人
六
人
。
毎
題
各
一
首
。
但
躬
恒
除
鶴
洲
立
之
外
。
毎
題
献
二

首
。
又
副
一
首
也
。
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寛
平
九
年
正
月
十
一
日
任
土
佐
橡
。
同
十
年
正
月
廿
九
日
少
内
記
。
延
喜
四
年
正
月
廿
五
日
任
大
内
記
。

こ
れ
に
対
し
て
、
『
目
録
』
は
、
流
布
本
『
伝
』
の
持
つ
経
歴
の
記
載
の
外
、
そ
の
あ
と
に
更
に
記
事
が
続
く
。

寛
平
九
年
正
月
十
一
日
任
土
佐
禄
。
同
十
年
正
月
廿
九
日
任
少
内
記
。
延
喜
四
年
正
月
廿
五
日
任
大
内
記
。
先
祖
不
詳
。
但
右
兵
衛
督

敏
行
伝
云
。
紀
納
言
之
末
葉
也
者
。
近
江
国
滋
賀
郡
小
関
山
在
道
場
。
号
藤
尾
寺
。
件
所
紀
納
言
封
地
也
。

古
今
和
歌
集
第
十
六
巻
哀
傷
部
云
。
依
惟
高
親
王
之
誹
集
父
之
奇
。
別
副
歌
一
首
。
送
彼
親
王
者
。
是
以
案
之
。
可
謂
友
則
父
歌
人

鰍
。
惟
高
親
王
者
。
貞
観
十
四
年
一
一
月
十
一
日
寝
病
沈
頓
。
出
家
為
沙
彌
。
二
月
廿
日
莞
云
を
。
古
今
撰
者
其
以
後
也
。
以
前
被
誹
鰍
。

本
院
大
臣
言
談
之
次
。
於
無
官
送
四
十
年
之
山
。
難
面
作
歌
。
左
大
臣
返
歌
。
以
之
案
之
。
仁
寿
斎
衡
比
之
人
鍬
。

流
布
本
『
伝
』
に
な
く
『
Ⅱ
録
』
に
あ
る
記
事
は
、
「
先
祖
不
詳
」
以
下
の
①
「
但
右
兵
衛
督
敏
行
伝
云
．
：
…
件
所
紀
納
言
封
地
也
」
、

②
「
古
今
和
歌
集
第
十
六
巻
哀
傷
部
云
…
…
以
前
被
誹
鰍
」
、
③
「
本
院
大
臣
言
談
之
次
…
…
仁
寿
斎
衡
比
之
人
鍬
」
の
三
種
に
分
け
ら

れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
記
載
の
形
態
と
順
序
と
を
異
に
或
る
も
の
の
、
全
て
異
本
『
伝
』
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
異
本

『
伝
』
は
、
「
大
内
記
紀
朝
臣
友
則
硫
騨
の
歌
人
名
表
記
の
下
に
割
注
の
形
で
「
左
兵
衛
督
敏
行
伝
云
。
紀
大
納
言
末
葉
云
を
。
紀
大
納

言
者
近
江
国
滋
賀
郡
小
関
山
在
道
場
。
号
藤
尾
寺
。
件
地
大
納
言
封
地
也
」
と
し
て
①
を
持
ち
、
続
い
て
、
「
秋
か
せ
に
は
つ
か
り
か
ね

流
布
本
『
伝
』
に
な
く
『
Ⅱ
録
』
に
あ
る
「
除
鶴
洲
立
之
外
」
、
「
後
撰
和
歌
集
第
十
五
巻
云
々
」
の
部
分
を
、
字
句
に
小
異
を
見
せ
な
が

ら
異
本
『
伝
』
も
有
す
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
異
本
『
伝
』
か
ら
歌
を
除
い
た
本
文
は
、
『
目
録
』
本
文
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
見
倣
し

得
る
。
先
述
の
「
柿
本
人
麿
」
の
場
合
を
も
加
味
し
て
、
こ
の
事
実
か
ら
帰
結
さ
れ
る
の
は
、
『
伝
』
と
『
目
録
』
と
の
直
接
の
依
拠
関

係
は
否
定
し
得
ぬ
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
場
合
の
『
伝
』
の
本
文
は
異
本
系
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
私
見
を
補
強

す
る
も
の
と
し
て
さ
ら
に
例
証
を
加
え
る
な
ら
、
「
紀
友
則
」
の
記
事
を
も
掲
げ
得
る
。
流
布
本
『
伝
』
は
、
次
掲
の
如
く
極
め
て
簡
略

な
記
載
で
あ
る
。

－ 5 0 －



三十六人歌仙伝補考（新藤）

い
ま
上
て
に
な
と
か
は
は
な
の
さ
か
す
し
て
よ
そ
と
せ
あ
ま
り
と
し
き
り
は
す
る

イ
本

依
如
此
牙
案
之
、
生
年
仁
寿
斎
衡
比
歎
。

こ
の
異
本
『
伝
』
の
記
事
と
先
掲
『
Ｒ
録
』
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
と
、
机
互
に
細
部
の
記
述
に
繁
簡
の
差
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
根

本
的
に
は
全
く
同
内
容
で
あ
る
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
如
く
、
前
章
で
触
れ
た
人
麿
、
本
章
で
見
た
躬
恒
、
友
則
の
例
を
総
合
し
て
言
い
得
る
こ
と
は
、
『
伝
』
と
『
目
録
』
と
の
間

に
、
ど
ち
ら
か
が
他
方
を
直
接
の
典
拠
資
料
に
用
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
従
来
流
布
本
『
伝
』
か
ら
は
あ
ま
り
明
確

に
し
得
な
か
っ
た
両
者
の
依
拠
関
係
を
、
異
本
『
伝
』
を
対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
伝
』
、
『
目
録
』
両
書
の
本
文
か
ら
究
明
す
る
可

能
性
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
、
こ
の
二
点
で
あ
る
。

す
◎

そ
き
こ
ゆ
な
る
た
か
玉
章
を
か
け
て
ぎ
つ
ら
ん
」
、
「
夕
さ
れ
は
さ
ほ
の
河
原
の
河
霧
に
友
ま
と
は
せ
る
千
と
り
な
く
な
り
」
の
二
首
を
記

し
た
あ
と
、
「
寛
平
九
年
…
・
・
・
」
以
下
の
官
人
と
し
て
の
経
歴
を
述
べ
、
更
に
そ
の
あ
と
に
②
、
③
に
相
当
す
る
部
分
を
次
の
よ
う
に
記

大
臣
返

古
今
和
歌
集
云
。
依
惟
喬
親
王
銚
集
父
之
寄
。
別
副
云
、
一
首
送
彼
親
王
。
是
以
案
、
可
謂
友
則
父
奇
人
鰍
。
八
惟
喬
親
王
貞
観
十
四

（
マ
マ
）

年
二
月
十
一
日
寝
治
病
頓
出
家
為
沙
弥
。
年
二
月
廿
二
日
莞
Ｖ
（
割
注
）
。
其
寄
云
。

こ
と
な
ら
は
こ
と
の
葉
さ
へ
も
き
え
な
上
ん
ゑ
れ
は
な
み
た
の
た
き
ま
さ
り
け
り

本
院
大
臣
言
談
之
次
、
於
無
官
送
川
年
之
由
歎
和
寄
云
。

は
る
ノ
、
と
か
す
は
ま
と
は
す
あ
り
な
か
ら
花
さ
か
ぬ
木
を
な
に
Ｌ
う
へ
け
ん
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と
を
比
較
さ
れ
、

お
よ
び
、
『
伝
』
の
忠
岑
の
記
事
、

右
衛
門
府
生
壬
生
忠
峯
硫
棚
。
大
和
物
語
云
。
泉
大
将
被
参
故
左
大
臣
第
之
夜
。
忠
峯
於
階
下
詠
歌
云
云
。

右
衛
門
府
生
。
御
厨
子
所
。
定
外
膳
部
。
摂
津
権
大
目
。
忠
実
之
父
。
和
泉
大
将
定
国
随
身
云
々
。

と
、
『
伝
』
（
流
布
本
）
の
忠
見
の
記
事
、

摂
津
大
Ⅱ
壬
生
忠
見
妨
綱
鯏
那
。
天
暦
八
年
五
月
御
記
云
。
為
御
厨
子
所
定
外
膳
部
。
以
壬
生
忠
見
黙
靴
為
定
額
膳
部
。
天
徳
二
年
正
月

『
伝
』
と
ヲ

『
伝
』
に
依
拠
ゞ

と
こ
ろ
で
、
》

の
忠
岑
の
記
事
、

こ
の
『
伝
』
に
引
か
れ
た
御
記
の
文
に
基
づ
き
、
仲
実
は
忠
岑
の
伝
記
を
書
く
時
、
「
御
厨
子
所
定
外
膳
部
」
や
「
摂
津
大
目
」
を

勤
め
た
忠
見
の
父
で
あ
る
と
い
う
記
し
方
を
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
『
目
録
』
を
撰
す
る
に
当
た
り
、
古
今
集

歌
人
で
も
な
い
忠
見
の
伝
記
を
調
査
し
た
と
は
考
え
が
た
く
、
と
す
れ
ば
『
目
録
』
の
記
事
の
中
で
『
伝
』
と
共
通
す
る
部
分
は
『
伝
』

に
拠
っ
た
と
見
る
の
が
穏
や
か
で
あ
ろ
う
。

舟
日
任
摂
津
大
目
。

』
と
『
目
録
』
と
に
直
接
の
依
拠
関
係
あ
り
と
す
れ
ば
、
具
体
的
に
は
、
『
伝
』
が
『
目
録
』
に
依
拠
し
た
の
か
、

に
依
拠
し
た
の
か
、
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
次
に
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

ろ
で
、
迫
徹
朗
氏
が
、
前
掲
の
論
考
の
中
で
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
示
唆
的
で
あ
る
。
即
ち
、
迫
氏
は
、

四

『
目
録
』
が

『
目
録
』
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考
略
伝
を
付
載
す
る
こ
と
自

踊
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

仙側
七
条
后
者
。
昭
宣
公
三

状
夫
人
。
柵
延
喜
五
年

一二
一
「
伊
勢
」
に
関
す
る
記
事

(新藤）

と
結
論
づ
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
中
の
「
『
目
録
』
を
撰
す
る
に
当
た
り
、
古
今
集
歌
人
で
も
な
い
忠
見
の
伝
記
を
調
査
し
た
と
は
考
え
が

た
く
」
と
さ
れ
る
観
点
に
注
目
し
た
い
。
か
よ
う
な
観
点
か
ら
『
目
録
』
を
瞥
見
す
る
と
、
他
に
も
似
た
よ
う
な
事
象
を
探
り
当
て
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
（
な
お
、
流
布
本
『
伝
』
と
『
目
録
』
と
で
は
、
忠
見
の
有
職
に
「
摂
津
大
Ⅱ
」
と
「
摂
津
権
大
Ⅱ
」
と
の

違
い
が
見
ら
れ
る
が
、
異
本
『
伝
』
に
は
「
摂
津
権
大
目
」
と
あ
り
、
こ
の
点
で
も
、
異
本
『
伝
』
と
『
目
録
』
と
の
近
さ
が
認
め
ら
れ

さ
て
、
『
目
録
』
を
追
っ
て
ゆ
く
と
、
次
の
よ
う
な
事
実
の
存
在
す
る
こ
と
に
気
づ
く
。
『
目
録
』
は
、
「
伊
勢
」
に
関
し
て
先
ず
、

大
和
守
従
五
位
上
藤
原
継
蔭
女
。
七
条
后
宮
女
房
。
寛
平
之
間
為
更
衣
誕
皇
子
。

と
し
て
略
伝
を
記
し
、
そ
の
あ
と
、
「
継
蔭
」
、
「
七
条
后
」
の
略
伝
を
も
記
す
。
『
目
録
』
が
そ
の
歌
人
本
人
の
略
伝
の
承
な
ら
ず
、
近

親
者
の
略
伝
を
も
併
記
す
る
こ
と
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
経
歴
に
不
明
の
点
の
多
い
女
流
歌
人
に
つ
い
て
は
ま
ま
見
ら
れ
る

讃
岐
一
首
。
誹
譜
。
安
倍
清
行
女
。
清
行
者
。
大
納
言
安
仁
男
。
従
四
位
上
讃
岐
守
。
蜆
。

の
如
く
、
父
親
の
略
伝
を
も
併
記
す
る
が
、
女
流
歌
人
の
場
合
他
に
も
、
「
三
条
町
」
、
「
兵
衛
」
、
「
因
幡
」
、
「
二
条
」
、
「
陸
奥
」
、
「
大
輔
」
、

「
紀
有
常
女
」
、
「
壬
生
益
成
女
」
、
「
寵
」
等
に
も
指
摘
さ
れ
る
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
伊
勢
」
に
つ
い
て
も
そ
の
父
親
「
継
蔭
」
の

略
伝
を
付
載
す
る
こ
と
自
体
は
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
が
、
「
七
条
后
」
の
略
伝
を
も
併
載
す
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
部
分
は

る
ｏ
）

こ
と
で
、
例
え
ば
、

讃
岐
一
首
。
誹
華

女
。
謀
温
子
。
宇
多
天
皇
后
。
生
一
女
。
肪
冊
王
。
仁
和
四
年
十
月
六
日
為
女
御
。
寛
平
九
年
七
月
廿
六
日
皇
大

卜

五
月
出
家
。
七
年
六
月
八
日
崩
。
棚

が
少
な
い
の
で
、
そ
の
中
に
出
て
く
る
「
継
蔭
」
、
「
七
条
后
」
の
略
伝
を
も
併
載
し
て
、
全
体
の
記
事
量
の
増
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一
方
、
『
伝
』
に
於
け
る
「
伊
勢
」
の
記
事
を
見
て
み
る
と
、
流
布
本
は
、

伊
勢
。
八
前
大
和
守
従
五
位
上
藤
原
継
蔭
女
。
継
蔭
元
伊
勢
守
。
Ｖ
（
割
注
）
寛
平
御
時
更
衣
云
々
・
雛
無
所
見
。
皆
是
児
女
子
之
説

也
。
寛
平
末
年
誕
生
皇
子
之
由
見
家
集
。
七
条
后
宮
人
云
云
。
承
平
四
年
三
月
廿
六
日
皇
后
穏
子
五
十
御
賀
御
屏
風
。
伊
勢
献
和
寄
。

同
七
年
十
二
月
十
二
日
陽
成
院
七
十
御
賀
御
屏
風
。
伊
勢
献
和
奇
。

と
あ
る
が
、
異
本
は
、
流
布
本
と
大
き
く
異
な
り
、
以
下
述
べ
る
如
く
注
目
す
べ
き
本
文
を
持
つ
。
異
本
は
、
先
ず
、
流
布
本
の
冒
頭
か

ら
「
…
…
七
条
后
宮
人
云
々
」
ま
で
は
、
間
に
二
首
の
和
歌
を
挿
入
す
る
以
外
は
、
流
布
本
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
が
、
そ
の
あ
と
、
流
布
本

の
「
承
平
四
年
．
…
：
」
の
前
に
流
布
本
の
持
た
な
い
次
の
記
事
を
有
す
る
。

誕
生
皇
子
ヲ
〈
桂
ニ
ソ
置
テ
養
ケ
ル
・
伊
勢
〈
后
宮
ぐ
仕
シ
テ
夙
夜
シ
ヶ
ル
ニ
、
雨
降
日
恋
皇
子
気
色
ヲ
后
宮
御
覧
し
て
被
仰
。

月
の
内
の
か
つ
ら
の
人
を
こ
ふ
と
て
や
雨
に
な
み
た
の
ふ
り
そ
は
る
ら
む

李
内
親
王

桂
宮
御
返
し
八
宇
多
天
皇
女
。
母
仲
野
親
王
女
。
天
慶
八
年
四
月
廿
八
日
莞
。
号
桂
宮
。
Ｖ
（
割
注
）

久
か
た
の
中
に
お
ひ
た
る
里
な
れ
は
ひ
か
り
を
の
み
そ
た
の
む
へ
ら
な
る

皇
子
及
八
歳
莞
者
八
件
皇
子
誕
生
七
条
宮
立
后
之
間
鍬
。
Ｖ
（
割
注
）
、
家
集
之
誤
也
。
不
慥
鍬
。

東
七
条
后
藤
温
子
八
仁
和
四
年
十
月
六
日
入
内
九
日
為
女
御
。
寛
平
九
年
七
月
廿
六
日
為
皇
大
夫
人
。
延
喜
五
年
五
月
出
家
。
七
年
六

月
崩
。
年
三
十
六
。
昭
宣
公
矛
三
女
。
Ｖ
（
割
注
）

異
本
は
こ
の
あ
と
に
、
流
布
本
の
「
承
平
四
年
…
…
」
以
下
に
相
当
す
る
記
事
が
続
く
が
、
見
落
と
せ
な
い
の
は
、
割
注
の
形
で
「
東
七

条
后
藤
温
子
」
の
略
伝
を
載
せ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
異
本
『
伝
』
特
有
の
記
事
に
「
七
条
后
」
の
こ
と
が
記
さ
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う

大
化
を
企
図
し
た
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、
そ
の
こ
と
と
は
別
に
、
血
縁
で
も
な
い
「
七
条
后
」
の
略
伝
ま
で
付
載
す
る
こ
と
に
つ
い
て

は
依
然
疑
問
が
残
る
。
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先
に
第
二
章
で
、

暦
」
の
記
事
を
掲
げ

録
』
後
と
考
え
ざ
る

ｊ繩
仙
或
乗
竹
帛
伝
（
伝
）

く考
式
乗
竹
帛
伝
（
目
硯

補伝
②
間
巷
以
大
同
之
主

仙側
閻
巷
以
号
奈
良
之

航
③
然
而
就
万
葉
集
尋

二
一
‐
然
而
蔵
古
万
葉
集

が
、
そ
の
文
言
は
、
前
掲
『
目
録
』
の
記
載
と
酷
似
す
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
『
目
録
』
が
「
伊
勢
」
に
関
し
て
、
血
縁
で
も
な
い
「
七
条
后
」
の
略
伝
ま
で
併
載
し
た
の

は
、
依
拠
し
た
資
料
に
こ
の
記
載
が
存
在
し
て
い
た
の
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
即
ち
、
先
に
『
伝
』
と
『
目
録
』
と
に
直
接
の

依
拠
関
係
の
濃
厚
な
こ
と
を
述
べ
た
が
、
『
Ⅱ
録
』
は
『
伝
』
の
こ
の
部
分
を
捨
て
切
れ
ず
、
ほ
ぼ
同
文
で
引
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
Ⅱ
録
』
が
『
伝
』
に
依
拠
し
た
と
の
想
定
に
立
て
ば
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
よ
く
理
解
し
得
る

事
象
は
他
に
い
く
つ
か
見
出
し
得
る
の
で
あ
る
。

式
乗
竹
帛
伝
（
目
録
）

②
間
巷
以
大
同
之
主
号
奈
良
帝

閻
巷
以
号
奈
良
之
帝
（
目
録
）

に
第
二
章
で
、
『
伝
』
の
異
本
が
流
布
本
と
は
大
き
な
異
同
を
示
し
、
『
目
録
』
と
特
徴
的
に
一
致
す
る
も
の
と
し
て
「
柿
本
人

の
記
事
を
掲
げ
た
が
、
も
う
一
度
そ
の
記
載
に
立
戻
っ
て
両
書
の
記
述
を
見
直
す
と
、
細
か
い
点
で
は
あ
る
が
、
『
伝
』
先
、
『
日

後
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
本
文
に
逢
誇
す
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
②
の
部
分
に
存
在
す
る
が
、

集
尋
人
丸
在
世
之
時
（
伝
）

葉
集
尋
人
丸
在
世
之
時
（
目
録
）

五

へ

伝
嘗
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「
柿
本
人
麿
」
の
条
以
外
に
も
、
細
か
い
本
文
の
部
分
に
、
『
目
録
』
が
『
伝
』
に
拠
っ
た
と
思
わ
れ
る
徴
証
は
見
出
し
得
る
。
『
Ｈ

録
』
は
、
「
紀
貫
之
」
の
条
に
於
い
て
、
「
同
莚
喜
）
七
年
二
月
廿
七
日
任
内
膳
典
膳
。
」
の
記
述
の
あ
と
に
、
割
注
で
「
与
宮
道
潔
興
相

替
」
と
記
す
。
こ
の
割
注
は
流
布
本
『
伝
』
に
は
存
在
し
な
い
が
、
異
本
『
伝
』
に
は
「
与
宮
道
潔
興
相
替
」
と
し
て
『
目
録
』
と
同
文

で
存
在
す
る
。
こ
れ
な
ど
も
『
目
録
』
が
『
伝
』
（
異
本
）
に
拠
っ
た
と
考
え
る
こ
と
に
よ
り
理
解
さ
れ
る
点
で
あ
る
が
、
『
目
録
』
は

「
宮
道
潔
興
」
の
条
の
「
（
昌
泰
）
三
年
五
月
十
五
日
任
内
膳
典
膳
。
延
喜
七
年
二
月
廿
九
日
越
前
権
少
橡
」
の
記
述
の
あ
と
に
、
「
与
貫
之

相
替
」
の
割
注
を
有
す
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
「
貫
之
」
の
条
の
割
注
の
記
載
を
勘
案
し
て
付
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
外
、
『
Ｈ
録
』
が
『
伝
』
に
依
拠
し
た
と
思
わ
れ
る
痕
跡
は
、
「
僧
正
遍
昭
」
の
条
に
も
指
摘
し
得
る
。
『
目
録
』
は
、
『
伝
』

に
記
さ
れ
た
遍
昭
の
記
事
を
、
「
良
峯
宗
貞
」
と
「
僧
正
遍
昭
」
と
の
二
項
に
分
載
し
た
形
で
有
す
る
が
、
こ
の
う
ち
、
「
良
峯
宗
貞
」

の
項
の
方
に
記
さ
れ
た
、
「
同
壽
祥
三
年
）
三
月
廿
一
日
帝
崩
。
庚
子
定
御
喪
諸
司
装
束
司
。
丙
午
出
家
垂
十
・
為
僧
。
」
の
傍
線
部
分

は
、
流
布
本
『
伝
』
に
は
存
在
し
な
い
が
、
異
本
『
伝
』
に
は
、
「
庚
子
定
御
葬
諸
司
、
為
装
束
司
。
」
と
あ
り
、
「
為
装
束
司
」
と
記
す

点
で
、
『
目
録
』
よ
り
も
わ
か
り
や
す
い
文
言
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
記
載
も
、
『
目
録
』
が
『
伝
』
（
異
本
）
に
依
拠
し
た
と
想
定
す

れ
ば
、
よ
く
納
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

仙
将
伝
云
書
写
之
誤
鍬
（
伝
）

将
転
々
書
写
之
誤
鍬
（
目
録
）

㈹
は
「
或
」
を
「
式
」
と
誤
り
、
③
は
「
大
同
之
主
」
を
欠
き
、
③
は
「
就
」
を
「
蔵
」
と
誤
り
、
側
は
「
伝
云
」
を
「
転
々
」
と
誤

り
、
い
ず
れ
も
『
目
録
』
ｌ
↓
『
伝
』
の
経
路
か
ら
は
生
じ
得
な
い
と
見
倣
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
う
ち
②
、
‐
③
は
流
布
本

『
伝
』
に
も
存
在
す
る
が
、
②
「
以
大
同
之
年
号
奈
良
之
帝
」
、
⑧
「
然
而
万
葉
集
尋
人
丸
在
之
時
」
と
あ
り
、
異
本
『
伝
』
と
小
異
を

『
伝
』

示
す
。
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こ
れ
ま
で
繧
述
し
た
こ
と
を
概
括
す
れ
ば
、
『
伝
』
と
『
目
録
』
と
の
依
拠
関
係
は
、
流
布
本
『
伝
』
で
は
な
く
異
本
『
伝
』
を
対
置

せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
明
確
に
し
得
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
柿
本
人
麿
」
、
「
凡
河
内
躬
恒
」
、
「
紀
友
則
」
等
の
条
の
記

載
に
如
実
に
窺
わ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
「
伊
勢
」
の
条
の
記
事
か
ら
、
『
伝
』
ｌ
↓
『
Ⅱ
録
』
の
経
路
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
、
更
に
は
、

そ
の
経
路
を
想
定
す
れ
ば
、
他
に
も
理
解
の
ゆ
く
事
象
が
存
在
す
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
っ
た
。

Ｊ柵
と
こ
ろ
で
、
異
本
『
伝
』
に
は
、
そ
の
成
立
を
示
唆
す
る
注
目
す
べ
き
奥
書
が
あ
り
、
そ
の
冒
頭
の
、
「
承
保
二
年
依
左
府
仰
盛
方
注

ぐ考
出
之
」
の
一
文
に
従
え
ば
、
『
伝
』
の
成
立
は
承
保
二
年
（
一
○
七
五
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
『
目
録
』
の
成
立
年
時
は
今
の
と

補伝
こ
ろ
不
明
だ
が
、
迫
氏
は
、
『
Ｈ
録
』
の
撰
者
に
擬
せ
ら
れ
る
能
成
男
仲
実
の
経
歴
を
勘
案
さ
れ
て
、
そ
の
成
立
を
永
久
元
年
（
一
二

仙

○
○

側
三
）
あ
る
い
は
同
二
年
以
後
と
推
定
さ
れ
る
。
以
上
に
従
え
ば
、
両
書
の
本
文
に
拠
る
ま
で
も
な
く
、
『
伝
』
と
『
Ⅱ
録
』
と
の
先
後
関

○
Ｏ

状
係
は
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
影
響
関
係
を
も
究
明
す
べ
く
、
専
ら
両
書
の
本
文
を
比
較
、
考
究
し
、
異
本
『
伝
』
の
奥

一二
一
書
に
つ
い
て
は
措
い
て
顧
み
な
か
っ
た
。
こ
の
異
本
「
伝
』
の
奥
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
中
に
記
さ
れ
る
「
盛
方
」
な
る
人
物
の
詳
し
い

津
権
大
目
。
忠
実
之
父
。

る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
更
に
は
、
迫
氏
が
指
摘
さ
れ
た
「
目
録
』
の
「
壬
生
忠
岑
」
の
「
右
衛
門
府
生
。
御
厨
子
所
。
定
外
膳
部
。
摂

以
上
に
見
て
来
た
こ
と
は
、
『
Ⅱ
録
』
が
『
伝
』
に
依
拠
し
た
と
す
る
立
場
に
立
て
ば
、
極
め
て
自
然
に
理
解
さ
れ
る
事
象
で
あ
り
、

『
伝
』
ｌ
↓
『
目
録
』
の
経
路
の
想
定
に
一
応
の
蓋
然
性
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
観
点
を
敷
術
す
れ
ば
、
『
目
録
』
の

「
小
町
」
の
記
載
「
出
羽
国
郡
司
女
」
な
ど
も
、
『
伝
』
の
流
布
本
に
な
く
異
本
に
あ
る
割
注
、
「
出
羽
国
郡
司
女
也
」
に
拠
っ
た
と
兄

一
ハ

更
に
は
、
迫
氏
が
指
摘
さ
れ
た
「
目
録
』
の
「
壬
生
忠
岑
」
の
「
右
衛
門
府
生
。
御
厨
子
所
。
定
外
膳
部
。

和
泉
大
将
定
国
随
身
云
々
。
」
の
傍
線
部
も
、
『
伝
』
か
ら
の
転
載
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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後
、
影
郵

わ
れ
る
。

閲
歴
が
不
明
で
あ
る
た
め
、
そ
の
信
感
性
に
も
な
お
一
繧
の
疑
問
が
残
り
、
本
稿
で
は
こ
の
奥
書
の
面
か
ら
両
書
の
先
後
関
係
に
つ
い
て

詳
述
す
る
こ
と
を
避
け
た
が
、
今
ま
で
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
『
伝
』
ｌ
↓
『
目
録
』
の
経
路
に
蓋
然
性
を
認
め
得
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ

と
が
逆
に
、
異
本
『
伝
』
奥
書
の
信
遇
性
を
傍
証
す
る
こ
と
に
な
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

な
お
、
『
目
録
』
の
現
存
本
文
に
つ
い
て
唾
仲
実
撰
の
本
文
と
は
別
で
、
平
安
末
期
に
勝
命
の
撰
し
た
も
の
と
さ
れ
る
西
村
加
代
子

（
７
）

氏
の
論
が
あ
る
が
、
西
村
氏
の
指
摘
さ
れ
る
点
は
、
本
稿
で
採
り
上
げ
た
部
分
と
か
か
わ
る
も
の
で
な
く
、
論
旨
に
抵
触
し
な
い
の
で
、

特
に
考
慮
に
入
れ
な
か
っ
た
。
将
来
、
原
撰
本
『
Ⅱ
録
』
の
全
体
像
が
明
確
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
改
め
て
『
伝
』
と
『
目
録
』
と
の
先

後
、
影
響
関
係
を
見
直
す
必
要
が
生
じ
る
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
に
も
、
本
稿
の
諭
旨
は
お
そ
ら
く
矛
盾
し
な
い
も
の
と
思

本
稿
は
、
新
出
の
異
本
『
伝
』
の
本
文
に
拠
っ
て
、
迫
氏
の
見
解
の
騏
尾
に
付
し
て
そ
の
跡
付
け
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
も
と
よ

り
迫
氏
の
結
論
を
一
歩
も
出
る
も
の
で
は
な
い
。
副
題
を
「
ｌ
再
検
討
」
と
せ
ず
「
ｌ
再
確
認
」
と
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

注（
１
）
弓
古
今
和
歌
集
目
録
』
と
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
先
後
ｌ
忠
岑
の
伝
記
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
「
中
古
文
学
」
節
十
九
号
、
昭
和
五
十
二
年

（
２
）

（
３
）

（
４
）
内
容
は
前
掲
注
（
３
）
と
同
じ
も
の
を
収
め
る
が
、
題
策
を
欠
く
。
高
松
宮
家
蔵
の
他
本
と
区
別
す
る
た
め
、
私
に
「
甲
本
」
と
仮
称
す
る
。

（
５
）
表
紙
左
上
に
「
代
々
集
」
と
打
付
雪
き
し
、
「
代
々
集
和
歌
之
序
例
」
以
下
の
四
誉
を
収
め
る
。
前
掲
注
（
４
）
の
「
甲
本
」
と
区
別
す
る
た

め
、
私
に
「
乙
本
」
と
仮
称
す
る
。

十
九
害
を
収
め
る
。

五
月
）「

異
本
三
十
六
人
歌
仙
伝
ｌ
翻
刻
な
ら
び
に
解
説
ｌ
」
（
「
旧
文
学
研
究
資
料
館
紀
典
」
館
八
号
、
昭
和
五
十
七
年
三
川
）

一
冊
本
。
題
叢
に
「
歌
集
楪
抄
十
五
種
」
、
そ
の
右
傍
に
「
代
々
集
和
歌
之
序
」
と
打
付
沸
き
し
、
「
代
々
集
和
歌
之
序
例
」
以
下
の
十
五
穂
、
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三十六人歌仙伝補考（新藤）

八
訂
正
Ｖ
前
号
（
第
八
号
）
の
拙
稿
「
異
本
三
十
六
人
歌
仙
伝
」
の
本
文
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
次
の
よ
う
に
訂
正
し
ま
す
。

5554〃511且〃57〃6461〃〃〃59 58

（
６
）
拙
稿
「
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
老
ｌ
作
者
な
ら
び
に
成
立
年
時
ｌ
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
五
十
七
年
十
月
号
）

（
７
）
「
『
古
今
和
歌
集
目
録
』
作
者
考
」
（
「
中
古
文
学
」
鋪
二
十
瓦
号
、
昭
和
五
十
近
年
四
川
）

行
一
項
目

16312913112151387311

壽震〃倉
友 素遍 業
則 性昭 平"蓋謡〃〃 〃

○

○

従
官
井
群
司
等
ｌ
↓
従
官
丼
郡
司
等

有
正
三
位
…
ｌ
↓
有
二
正
三
位
…
…

○

○

延
畏
四
年
ｌ
↓
延
長
四
年

（
マ
マ
）

鎮
守
府
将
軍
。
在
在
無
幾
…
ｌ
↓
鋏
守
府
将
軍
。
同
二
年
ｆ
月
廿
八
日
諭
奏
署
訴
参
議
従
三
位
行
春
宮
大
夫
兼
陸
奥
出
羽
按
察
使

鎮
守
府
将
軍
。
在
任
無
幾
…

○
○

○
Ｏ

ヲ
シ
ホ
ノ
山
モ
ヶ
フ
ョ
リ
〈
…
１
１
↓
ヲ
シ
ホ
ノ
山
モ
ヶ
フ
コ
ソ
ハ
・
・
．

○

○

未
の
露
…
ｌ
↓
末
の
露
…

○

留
性
大
法
師
為
権
大
律
師
ｌ
↓
留
性
大
法
師
為
権
律
師

○

○

は
つ
か
り
か
ね
そ
き
こ
ゆ
な
り
…
‐
ｌ
↓
は
つ
か
り
か
ね
そ
き
こ
ゆ
な
る
・
・
・

○

○

貞
観
十
四
年
二
月
十
四
日
Ｉ
↓
貞
観
十
四
年
二
月
十
一
日

○
○
○

○
○
○

こ
と
な
ら
は
こ
の
と
葉
さ
へ
も
…
‐
ｌ
↓
こ
と
な
ら
は
こ
と
の
葉
さ
へ
も
・
・
・

○

○

生
年
仁
和
…
ｌ
↓
生
年
仁
寿
…

Ｏ

○

子
を
思
ふ
み
ち
に
ま
と
ひ
ぬ
る
か
な
１
１
↓
子
を
思
ふ
み
ち
に
ま
ょ
ひ
ぬ
る
か
な

○

○

正
四
位
正
大
蔵
卿
Ｉ
↓
正
四
位
下
大
蔵
卿

○

○

道
齋
ｌ
↓
道
済

本

文
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〃蕊覺〃譽〃〃歸雇念〃

○
○

○
Ｏ

依
昇
賀
也
Ｉ
↓
依
晏
駕
也

○

○

五
位
蔵
人
中
補
之
Ｉ
↓
五
位
蔵
人
申
補
之

十
七
年
正
月
任
少
内
記
。
延
長
二
年
…
ｌ
↓
十
七
年
正
月
任
少
内
記
。
廿
一
年
正
川
韓
二
大
内
記
一
。
延
長
二
年
・
・

０

０

清
邦
二
男
ｌ
↓
清
邦
三
男

○

年
こ
と
の
春
わ
か
れ
を
…
’
１
↓
年
こ
と
の
春
の
わ
か
れ
を
…

０

０

朔
且
冬
至
祭
主
賞
ｌ
↓
朔
日
一
冬
至
祭
主
賞

０

０
○

寛
和
元
年
十
月
廿
日
ｌ
↓
寛
和
元
年
十
一
月
廿
日

か
○
か
○

た
良
春
の
日
に
ま
せ
た
ら
な
ん
‐
ｌ
↓
た
與
春
の
日
に
ま
せ
た
ら
な
む

○

○

次
に
掲
げ
る
二
本
統
に
Ｉ
↓
次
に
掲
げ
る
二
系
統
に

０

０

天
暦
二
年
時
に
ｌ
↓
天
慶
二
年
時
に

Ｏ

Ｏ

菅
原
是
網
ｌ
↓
菅
原
是
綱
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